
福岡県から 

 

決算特別委員会 審議概要（テープおこし） 

・審議日：平成２８年１０月２７日（木） 

・委員名：佐々木允委員（民進・県政クラブ） 

・該当課名：自然環境課 

・質問要旨：野鳥保護について 

 

〇質問（佐々木委員） 

民進党県政クラブの佐々木充です。 

ただいまより本県の野鳥保護について質問をしたいと思います。日本の野鳥・・・福岡県

には、現在野鳥が３６４種類、絶滅危惧種も４６種類が生息、多くの野鳥が観察できる県

であります。また鳥獣保護に関して本県は、鳥獣保護管理事業計画で、野鳥は生態系の一

部分として保護・観察すべきものとして位置付けるともに、野鳥の捕獲や飼養に関する規

制を行うほか、さまざまな啓発もおこなっています。まず、質問に入る前に、執行部に違

法捕獲の状況やメジロの飼養登録状況などについての資料を提供をお願いをしたいと思い

ますので委員長お取り計らいをお願いします。 

 

<資料配布> 

 

〇質問（佐々木委員） 

まず、野鳥の密猟に関しては多くの都道府県で問題となっており、他県では逮捕の事例も

あると聞いています。野鳥の密猟に関して、県内のこれまでの取締の状況についてまず、

説明をもとめます。また、メジロに関しては、かつては愛玩用に１羽のみ飼育が認められ

てましたが、２０１４年には全面的に禁止となっているところであります。一方、それ以

前に飼育されていたメジロについては現在、飼育は既得権として認められているところで

ありますがその現状についてもあわせて説明をお願いします。 

 

〇答弁（髙田課長） 

まず、資料１の１ページ違法捕獲違法飼養取締状況についてご説明申し上げます。 

違法行為が確認されたのは、３９件です。そのうち、メジロに関するものが多くをしめて

おりまして、３３件、その羽数が４５８羽となっております。続きまして、資料の２ペー

ジ、本県におけるメジロの飼養登録について、に基づき登録の状況をご説明いたします。

表１は、実際に飼養登録がある市町村の数でございまして、４４市町村です。表２は飼養

登録が更新されている年数ごとの飼養登録件数でございまして、最も年数が長いものが４

３年の２件、２５年間の１件などとなっております。また、飼養登録の合計は下段にあり



ますとおり２６４件となっております。 

〇質問（佐々木充委員） 

次に、それらの既得権で認められているメジロについては、本来は県がその管理等を行う

必要がありますが、現在、県条例でメジロの登録事務等は市町村に移譲をしているところ

であります。市町村は、鳥獣保護法に基づき登録の更新受付、申請書や登録票や足環、個

体の特徴の確認などを行う必要がございます。さて、今資料を配布していてみなさんもお

わかりかもしれませんが、非常に疑問に思うところがひとつあります。それは、飼育の登

録年数が、４３年にもなっているメジロがいるということであります。４３年もひとつの

鳥が生きる、メジロが生きるとはあまり考えられない、オウムくらいしかいきないと思い

ますけれども、本当にメジロというのは、４３年生きるのですか。存命していないとすれ

ばいったいなんなのか、このことについても是非お聞かせください。 

 

〇答弁（髙田課長） 

お尋ねのメジロの寿命につきましては、正確なデータというのはございませんが、概ね１

０年程度、まあ、長く生きましても１５年程度と考えられております。したがって、メジ

ロが４３年間も生き続けることは考えられません。これは、飼養登録者が登録を受けてい

る個体とは、別のメジロを違法飼養や、譲り受けなどにより、入手して個体をすりかえて

飼養登録をうけたもの更新を受けたものだと思われます。そこで、県としましては、この

飼養者について立入検査を行いました。その結果、合計１７羽のメジロを飼養しておりま

して、そのすべてが違法に捕獲されたもの、さらには更新にあたっては、すり替えを行っ

ていたということが判明いたしました。 

 

〇質問（佐々木委員） 

非常に大きな問題だと思います。４３歳と偽って長年飼育して、しかもその方は１７羽も

密猟をして飼育をしていると、まあ、もっと密猟していたんだろうと思いますが。極めて

悪質なんではないでしょうか。この人に対する、また、そういった違法捕獲をしている方

への摘発等はどのようにやってきたのか、また、これまで本県では、密猟や違法飼養に関

してどのように指導をしてきたのか、また指導の基準といったこともどうなっているのか、

ぜひお聞かせ願いたいと思います。 

 

〇答弁（髙田課長） 

まず、密猟に関します、指導対応について、県の方針をお話しいたします。県では、嘱託

職員である鳥獣保護管理員や市町村から、あるいは県民や野鳥保護団体からの通報により

まして、違法飼養に関する情報を入手した場合、立入検査により事実確認を行っておりま

す。その結果、違法性が確認された場合には、違法行為であることを指摘するとともに、

違法な状態を解消するために、放鳥、いわゆる野外に鳥を放つことですけども、放鳥を行



うよう行政指導をおこなっております。また、放鳥に応じない、あるいは、違反行為を繰

り返して行っていることがわかりました場合には、警察への通報などを行っております。

また、４３歳のメジロのこの飼養者は、長年にわたって違法な飼養を行っておりましたし、

違法捕獲も行っておりましたので、その違法性は軽いとは言えないかと思います。しかし、

違法行為を指摘されたのが今回初めてであったこと、あるいは、放鳥に応じたこと、違法

行為を行わない旨の誓約書を提出いたしまして、真摯に反省していることから、これまで

の例に照らしまして、警察への通報を必要とする程度の悪質性まではないと判断いたして

おります。 

 

〇質問（佐々木委員） 

また、権限を移譲している、先ほどわたしが説明をした移譲している市町村のチェック体

制についても不備はなかったのでしょうか。国や県の要請どおりのチェックを市町村はど

んなふうに行ってきたのか、市町村事務の状況についても併せてお答えをいただければと

思います。 

 

〇答弁（髙田課長） 

飼養登録の事務を持つ４４市町村に対し、登録更新の審査について本県が技術的助言とし

て示しております個体の確認方法を行っているかどうかについて照会をいたしましたとこ

ろ、登録票の確認を行っている市町村は４２、足環の確認を、鳥についている足環の確認

を行っているというのは１４、個体の特徴を確認をしている市町村は４であり、すべてを

確認している市町村は２でございました。更新の際に、市町村が行っております審査につ

いては、本県が示しております確認方法によるチェック体制が十分だったとは言えない状

況だったと考えております。 

 

〇質問（佐々木委員） 

まあ、さらっと言われていますけれども、ようは、４４市町村中ですね、わずか２つしか、

２つの自治体しか県が求める事務を行っていないということであります。まあ、極めて大

きな問題だと思いますけども、そもそもこのことをですね、担当課はいつお知りになりま

したか。 

 

〇答弁（髙田課長） 

９月の末でございます。先生の御照会によりまして、照会いたしましたところ、判明した

ところでございます。 

 

〇質問（佐々木委員） 

ということは、要はこれまでチェックがなかったということであります。また、その先ほ



どの質問にあった４３歳と偽った個体というのがいるというのがわかったのは今度のいつ

ですか。 

 

〇答弁（髙田課長） 

その際に調査を行いまして初めて知ったものでございます。 

 

〇質問（佐々木委員） 

では、権限を移譲している市町村に対してこの個体判明、要は登録事務のいろんな研修等

を行ったのはいつが最後ですか。 

〇答弁（髙田課長） 

平成２４年１月の事業計画の説明会において行ったところでございます。 

 

〇質問（佐々木委員） 

まあ、このようにですね、一つは４３年も長年密猟をやってきた人たちを放置して、まし

ては、県が本来やる、移譲している市町村にきっちり指導すべき事務も４４市町村中たっ

た２つしかやってなく、また今回のチェック体制も今回が初めてでしかも、その研修は５

年近く前に最後やったきりだということであります。本来密猟というのは、鳥獣保護法で

１００万円以下の罰金まあ懲役刑を含める大きな刑罰がかかる事務でありまして、この１

００万円以下の罰金って、自動車関連で言うと、酒酔い運転の罰金と一緒なんですよ。そ

れほど大きな罪であるにも関わらず、だからこういう姿勢で本県は動物愛護とか鳥獣保護

とかそういったことが本当にいえるんでしょうか。部長いかがでしょうか。 

 

〇答弁（野田部長） 

今、ご指摘をいただいていますように、今回、いろいろな調査をして判明いたしましたこ

とは、県が求めているようなチェック体制、これが十分行われていないという実態がわか

りましたんで、今後ですね、これに対していろいろ対策を考えていきたいというふうに考

えておるところでございます。 

 

〇質問（佐々木委員） 

それと同時に、委譲をしている県としての責任はないのですか。 

 

〇答弁（野田部長） 

権限の移譲に関しましては、そういう登録事務であればですね、まあ、地元の市町村にや

ったほうが便利だと言うことで、そういうことで権限は移譲をいたしておりますけれども、

移譲した後ですね、適正に事務処理をしていただくという意味ではきちんとですね指導す

るという責任はわれわれにあると言うふうに考えております。 



 

〇質問（佐々木委員） 

責任があるといったって、実際４２の市町村がすでに本来県が指導してやるべき事務をや

っていないんですよ。もはや市町村にできないんじゃないですか。県に引き上げたらどう

ですか。権限の事務を。 

 

〇答弁（野田部長） 

先ほど申し上げましたけれども、住民の方の利便性を考えますと、やはり市町村にその権

限を移譲しておいたほうがよろしいと思っております。ただ、その指導に関してですね、

そこはきちんと適正に行われるようにですね、登録事務が適正に行われるように我々とし

てはきちんと対応していきたいと考えております。 

 

〇質問（佐々木委員） 

わかりました。 

要は、それではじゃ具体的に登録事務をですね、しっかり指導していく、また、権限移譲

した市町村もこれからもしっかりやっていくために、県としてはどのようにやっていくの

か、またですね、これほど管理ができていない実態が明らかになったわけでありますから、

こういった登録しているその野鳥メジロに関して全件調査をやっていくなどそういった取

組みをやっていくおつもりはないでしょうか。 

 

〇答弁（野田部長） 

県内のメジロの登録件数でございますけど、全体としてみれば登録された個体の死亡とか

によりましてですね、年々減少しておるということでございますが、その登録の実態がで

すね、委員の御指摘のような状況でございます。それで、県といたしましてはですね、今

後ですね、市町村から定期的にメジロの登録状況の報告を受けると、これは今までやって

なかったということでございますけれど、そして、適切な技術的な助言・指導を行ってい

きたいというふうに考えております。そして、現在登録件数たくさんございますけれども、

これに関しましては、計画的に実態調査ということで、立入って検査をして参りたいと考

えております。これに加えまして市町村の事務を行う方にですね、事務に精通していただ

くという意味で、研修をですねきちんとやるとか、あるいは県民の皆さんにですね、鳥獣

保護の思想をですね、普及しましていろんな違法な状態があればですね、その情報をいた

だくようなですね、そういう取り組みもやって参りたいと考えております。 

 

〇質問（佐々木委員） 

今回の事例を見ても、別にメジロがかわいそうというだけでなくてですね、要は本県の動

物愛護とか野鳥保護とかがこういう実態だったというのは、この件に関して野鳥保護に取



り組んでいるいろんな方と話をしていても、本当に福岡県にはこのような状況でいいのか

と大いに憤りの声もいただいたところであります。まあ、そういった意味でも、先ほどチ

ェックをしていくとくのがありましたけれども、改めて、チェックをするというのは全、

今登録している二百何十羽の登録全てにわたって、一旦チェックをやっていくんですか。

事実４３年の人は２羽飼っていると嘘をついた上に１７羽もかったいるわけでありますが、

その点について改めて教えてください。 

 

〇答弁（野田部長） 

今登録されておる、全てですね、全てについて立入調査をすると、ただいっぺんにという

わけには参りませんので、計画的にやっていきたいと思っております。 

 

〇質問（佐々木委員） 

こうやって、明らかになったら、違法飼育している人たちは「さあ隠そう」とかなってい

るかもしれない。それは急いでやるべきだと思いますね。そしてですね、もう一つあると

すれば、取締りにおいて、本県では鳥獣保護法第７６条に基づき、県職員が捜査権とかを

有する、特別司法警察職員を配置することができます。しかし本県では現在配置をされて

いないということではありますが、今後取締りを行う上で、対象者へのプレッシャーや適

正な取締りの業務を遂行するためにこの配置は必要ではないでしょうか。また、全国の配

置状況を今みると７８６名ということで非常に多くの県が配置をしているところでありま

すけれども、その点についてお聞かせいただければと思います。 

 

〇答弁（野田部長） 

先ほど申し上げましたけれども、これを契機にですね、全ての登録に関して立入って調査

をするということをやるつもりでございますけれども、それにあたって、どういうふうな

体制をもってですねやっていくのかということは、効果的にやる上でどうしたらいいのか

ということをですね、体制づくりというのを検討したいと思っておりまして、その中で、

この司法警察員の配置がどうなのかというのも検討していきたいというふうに考えており

ます。 

 

〇質問（佐々木委員） 

これまで述べてきたように、本県の鳥獣保護のあり方に、今回の一例を見ても大きな課題

を抱えているということがよくわかりました。今後鳥獣保護の更なる推進と野鳥を始め密

猟に対する毅然とした態度、また、事務の適正な執行を改めて部長としてどのように図っ

ていくおつもりなのかをお答えをいただきたいと思います。 

 

〇答弁（野田部長） 



この鳥獣でございますけれども、自然環境を構成しますその非常に重要な要素でございま

して、国民の生活これを豊かにする上で欠くことのできないものだというふうに考えてお

りまして、この保護を適正に行うということは、県の重要な責任であると考えております。 

それで、先ほど申し上げたとおり、この機会をいかしまして、新たな今までやっていない

取組みをですね、しっかり体制をつくってやっていきたいというふうに考えております。 

 

〇質問（佐々木委員） 

これについては、動物愛護の観点からも、また事務の適正な執行という観点からも様々な

問題が浮き彫りとなりました。ぜひ、知事としてもこの状況についてどのように認識し、

対応するのかをお聞きしたいと思いますので、知事保留をさせていただきたいと思います

のでお取り計らいお願いします。 

 

 

 

 

 


